
   契約の締結について 

 上志段味小学校新築工事について工事請負契約を締結する必要があります

が、この契約の締結については、地方教育行政の組織及び運営に関する法律

（昭和31年法律第162号）第29条の規定により、教育委員会の意見を求められ

ますので、次のとおり提出します。 

  令和元年11月5日提出 

            名古屋教育委員会教育長  鈴木 誠二 

記 

1  契約の目的   上志段味小学校新築工事の請負 

2  施行場所    名古屋市守山区大字上志段味字大塚地内 

3  契約の内容   耐火構造 3 階建（一部 2 階建） 1 棟・その他 

          延面積 7,498.99平方メートル 

4  契約の方法   一般競争入札 

5  契約金額    1,842,500,000 円

6  契約の相手方  鴻池・水野特別共同企業体 

代表者 名古屋市中区錦二丁目19番 1 号 

    株式会社鴻池組名古屋支店 

     常務執行役員支店長  杉 澤 和 男 

    名古屋市千種区徳川山町 1 丁目12番30号 

    水野建設株式会社 

     代表取締役  野 澤  均 

7  完成予定期日  令和 3 年 2 月19日 

 （理 由） 

 この案を提出したのは、上志段味小学校の新築工事を施行する必要があるに

よる。 



令和元年第 号議案 

   契約の締結について 

 下記要項により、工事請負契約を締結するものとする。 

  令和元年11月 日提出 

                 名古屋市長  河  村  た か し 

記 

1  契約の目的   上志段味小学校新築工事の請負 

2  施行場所    名古屋市守山区大字上志段味字大塚地内 

3  契約の内容   耐火構造 3 階建（一部 2 階建） 1 棟・その他 

          延面積 7,498.99平方メートル 

4  契約の方法   一般競争入札 

5  契約金額    1,842,500,000 円

6  契約の相手方  鴻池・水野特別共同企業体 

代表者 名古屋市中区錦二丁目19番 1 号 

    株式会社鴻池組名古屋支店 

     常務執行役員支店長  杉 澤 和 男 

    名古屋市千種区徳川山町 1 丁目12番30号 

    水野建設株式会社 

     代表取締役  野 澤  均 

7  完成予定期日  令和 3 年 2 月19日 

 （理 由） 

 この案を提出したのは、上志段味小学校の新築工事を施行する必要があるに

よる。 
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－ １ －

上志段味小学校の建設について

１ 建設趣旨 

志段味東小学校においては、周辺の宅地開発に伴い、年々児童数が増加し、

過大規模化が見込まれる状況である。こうしたことから、志段味東小学校から

分離し、令和３年４月開校をめざして、上志段味小学校を建設するもの。 

（参考 予想児童数） 

区 分 令和元年度 ２年度 ３年度 

志段味東小学校 ８９９人（３１） ９８８人（３３） ５０１人（２１）

上志段味小学校 建 設 建 設 ５７１人（２０）

 （注１）（ ）内は学級数であり、特別支援学級を含む。 

 （注２）元年度の児童数は５月１日現在のものを掲げた。 

２ 建設までの経緯 

（１）整備スケジュール 

   平成２３～２５年度 用地取得 

平成２９年度    基本設計 

平成３０年度  実施設計 

   令和 元～ ２年度 敷地造成・建設 

   令和 ３年度  開 校 

（２）建設準備委員会等 

区  分 主 な 内 容 

第１回 

（平成２９年１１月）

・委員の決定及び委員長等の選出（区政協力委員、ＰＴ

Ａ等の代表者及び学校長など２０名で構成） 

第２回 

（平成２９年１２月）
・通学区域等の検討 ・校舎配置の説明 

第３回 

（平成３０年１月） 
・通学区域等の検討 ・校舎配置の説明 
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区  分 主 な 内 容 

地域説明会 

（平成３０年２月） 
・校舎配置の説明 

第４回 

（平成３０年２月） 
・通学区域等の検討 ・校舎配置の説明 

第５回 

（平成３０年５月） 
・通学区域等の検討 ・校名募集の検討 

第６回 

（平成３０年６月） 
・通学区域等の検討 

保護者説明会 

（平成３０年６月） 
・校名及び通学区域等案に対する意見募集の説明 

第７回 

（平成３０年９月） 

・校名の募集結果の報告及び検討 

・通学区域等に対する意見の募集結果の報告及び検討 

・設計コンセプトの説明 

第８回 

（平成３０年１０月）
・建設準備委員会のまとめ（校名、通学区域等） 

地域説明会 

（平成３０年１０月）
・建設準備委員会のまとめ（校名、通学区域等）の説明 

建設準備委員会報告 

（平成３０年１１月）
・校名及び通学区域等の決定 

地域説明会 

（平成３０年１２月）
・設計内容の説明 

（３）建設委員会等 

区  分 主 な 内 容 

第１回 

（令和元年５月） 

・委員の決定及び委員長等の選出（区政協力委員、ＰＴ

Ａ等の代表者及び学校長など１７名で構成） 

・通学路及び通学の安全対策の検討 

地域説明会 

（令和元年６月） 
・造成工事の説明 

第２回 

（令和元年６月） 

・通学路及び通学の安全対策の検討 

・校章募集の説明 ・造成工事の説明 

第３回 

（令和元年９月） 

・通学路及び通学の安全対策の検討 

・校章の募集結果の報告及び選定方法の検討 

第４回 

（令和元年１０月） 
・校章の選定方法の決定 ・通学路の検討 
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３ 学校名及び所在地 

平成３１年３月２９日公布の学校設置条例の一部を改正する条例により、校

名を「上志段味小学校」、所在地を「守山区大字上志段味字大塚１２２０番地の

２」に決定 

４ 通学区域及び委託通学措置 

平成３１年３月２６日の教育委員会において、志段味東小学校の通学区域の

内、下図に示す区域を上志段味小学校の通学区域とすること及び、上志段味小

学校の通学区域の内、一部の地域の児童については委託通学措置として志段味

東小学校へ通学することを決定 

現在の志段味東小学校の通学区域 

上志段味小学校の通学区域（令和３年４月１日以降） 

志段味東小学校の新しい通学区域（令和３年４月１日以降） 

委託通学措置の対象地域（※志段味東小学校へ通学） 

           （令和３年４月１日以降） 

この地図の作成に当たっては、国土地理院長の承認を得て、同院発行の 1万分の１地形図を 

使用した。（承認番号 平２４情使、第８７５号） 

歴史の里

しだみ古墳群

上志段味

中志段味

志段味支所
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５ 施設概要 

（１）所在地   名古屋市守山区大字上志段味字大塚１２２０番地の２ 

（２）敷地面積  １３，５００㎡ 

（３）延床面積  ７，４９９㎡ 

（４）建設費   約２５億円 

（５）主な施設 

区 分 主 な 施 設 

教室棟 

１階 
管理諸室（職員室、応接室、保健室、相談室）、会議室、

普通教室２室、特別支援教室２室 

２階 普通教室１０室、多目的室 

３階 普通教室９室 

中央棟 

１階 多目的スペース 

２階 吹抜 

３階 吹抜 

体育館棟 

１階 
特別教室（図書室、図工室、音楽室、特別活動室）、 

コンピュータ室、多目的室、給食調理場、ﾄﾜｲﾗｲﾄｽｸｰﾙ 

２階 体育館兼講堂、特別教室（家庭科室、理科室） 

３階 吹抜 
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６ 特 色 

事  項 内   容 

構   造

① 柱が少なく広い空間の整備が可能となり、さらに 

児童数が減少した場合に他用途への転用が容易と 

なる鉄骨造を採用 

全 体 配 置

① 採光を考慮し、普通教室を南面に設置 

② 中央棟に、異学年児童の交流及び学習の場となる 

多目的スペースを配置 

③ 避難者支援室を整備し、災害時の活動拠点として 

利用 

教育環境の整備

① 図書室・多目的室・コンピュータ室を一体利用が 

可能なメディアルームとして整備 

② アクティブラーニングなどに活用できる大空間の 

多目的室を整備 

③ 床や壁面に木材を使用した温かみのある空間づくり 

環 境 へ の 配 慮

① 屋上緑化の整備 

② 雨水をトイレの洗浄水に利用 

③ 校庭下に雨水流出抑制施設を設置 

人に優しい施設

① エレベーターを設置 

② 体育館および特別支援教室近辺に多機能トイレを 

設置 

③ 段差の解消、手すり、視覚障害者誘導（点字 

ブロック・線状ブロック）を設置 

児童の安全対策

① 正門・通用門に防犯カメラ等を設置 

② 各教室と職員室をつなぐインターホンを設置 

③ 歩行者と車両の出入口を分離設置 
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７ 図 面 

（１）配置図 
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（２）１階平面図 



－ ８ －

（３）２階平面図 
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（４）３階平面図 
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（４）立面図 
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８ 完成予想図 


